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シンチグラフィー検査などが挙げられていることか
ら、髄液漏出を示す画像所見があるかが検討されて
いる。

（3�） ブラッドパッチ療法による症状の改善が認められ
るか。
　低髄液圧症候群の治療の1つとしてブラッドパッ
チ療法が挙げられ、国際頭痛分類基準においてはブ
ラッドパッチ療法施行後に頭痛が消失することが診
断基準とされ、研究会ガイドラインにおいては硬膜
外腔に生理食塩水を注入することによる症状の改善
が脳脊髄液減少症の診断基準とされていることか
ら、ブラッドパッチ療法による症状の改善が認めら
れるかが検討されている。

（4） 髄液圧
　国際頭痛分類基準、神経外傷学会基準のいずれに
おいても、髄液圧の低下（60ミリメートル水柱未満
ないし以下）が診断基準とされ、研究班画像基準で
も、脳脊髄液減少症と低髄液圧症とは密接に関係し
ており、低髄液圧症の診断は脳脊髄液漏出症診断の
補助診断として有用であるとされているため（そこ
では60ミリメートル水柱以下の髄液圧が基準とされ
ている。）、髄液圧が検討されている。

�4�　最後に
　低髄液圧症候群については、その発症を認定した裁
判例は今のところ極めて少ない。今後、医学界におい
て診断基準のさらなる研究が進めば、裁判例の考慮要
素にも影響を与え、結論にも影響を与える可能性があ
る。裁判例とともに診断基準の動向にも注目する必要
がある。


